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Ⅰ 対象とする地域

    北海道全域を対象とする。

                                                               

《北海道の地域性》

○ 北海道は、北緯 41 度 21 分から 45 度 33 分に位置し、総面積は８万3,457K ㎡で、

日本総面積の約22％を占めており、東北６県と新潟県を合わせた面積と同等の面積を

  有しています。また、本州に、北海道を合わせて見ると、札幌市と根室市の距離は、

  東京・大阪間に相当します。

○ 地形は、中央部に石狩山地や日高山脈など1,500ｍから2,000ｍ級の山々が連なっ

ていますが、全体的に平地や湿原など、なだらかな地形となっています。

○ 気候は地形や周辺を流れる海流により、日本海側･太平洋西部･太平洋東部･オホーツ

ク海側のおおむね４つに分類されますが、全体として、年平均気温が６℃から10℃程

度､年平均降水量は700mmから1,700mmであり、他都府県と比べて冷涼・少雨となっ

ています。冬期には最寒月の月平均気温は０℃以上になることはなく、多雪地域では

年間最大積雪深が３ｍを超え、内陸部では気温がマイナス30℃以下になるなど、積雪

寒冷が北海道の気候の大きな特徴です。

根室市

札幌市
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○ 本道においては、昭和44年（1969年）に、地域ごとに均衡のとれた医療提

供体制の整備を目指し「地方・地域センター病院」制度を創設し、また、昭

和55年（1980年）には「北海道保健医療基本計画」を策定し、国に先駆け、

地域の医療需要に対応して包括的な医療を提供していくための区域として、

第一次から第三次の保健医療圏を設定するなど、本道の実情に即した独自の

取り組みを行ってきております。

■地方センター病院

第三次医療圏の高度・専門医療機関としての医療機能を備えると病院ともに

二次医療機関の後方医療機関としての役割を担っている。

■地域センター病院

プライマリ・ケアを支援する二次医療機関であり、かつ、第二次病院医療圏

の中核医療機関としての役割を担っている。

【医療圏及び面積、人口の状況】

第 三 次 第 二 次 構成市町村数 面 積 人 口

医 療 圏 医 療 圏 (第一次医療圏) (K㎡) (人)

道 南 南 渡 島 ９市町 2,669.67 402,525

南 檜 山 ５町 1,423.16 26,282

北 渡 島 檜 山 ４町 2,473.63 41,058

計 １８市町 6,566.46 469,865

道 央 札 幌 ８市町村 3,539.86 2,342,338

後 志 ２０市町村 4,305.83 232,940

南 空 知 ９市町 2,563.15 181,886

中 空 知 １０市町 2,160.97 118,662

北 空 知 ５市町 1,067.07 35,706

西 胆 振 ６市町 1,356.16 200,231

東 胆 振 ５市町 2,341.84 216,058

日 高 ７町 4,811.97 75,321

計 ７０市町村 22,146.85 3,403,142

道 北 上 川 中 部 １０市町 4,238.12 403,246

上 川 北 部 ８市町村 4,197.40 71,630

富 良 野 ５市町村 2,183.68 45,489

留 萌 ８市町村 3,445.78 53,105

宗 谷 １０市町村 4,625.13 73,447

計 ４１市町村 18,690.11 646,917

オ ホ ー ツ ク 北 網 １０市町 5,542.35 233,658

遠 紋 ８市町村 5,148.27 76,351

計 １８市町村 10,690.62 310,009

十 勝 十 勝 １９市町村 10,827.63 348,597

釧 路 ・ 根 室 釧 路 ８市町村 5,997.40 247,320

根 室 ５市町 3,540.38 80,569

計 １３市町村 9,537.78 327,889

６圏域 ２１圏域 １７９市町村 83,456.87 5,506,419

※面積、人口は、平成22年国勢調査による。
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Ⅱ 地域医療再生計画の期間

本計画は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの期間を対象として

定めるものとする。

ただし、計画の目的を達成するため、個別の事業で明らかに平成25年度を超

えるものについては、具体的施策の個別事業において「平成25年度事業開始」

と記載する。

Ⅲ 現状の分析

１ 総 論

○ 北海道では、昭和63年（1988年）に、医療法に基づく「北海道地域保健医

療計画」を策定した後、平成10年（1998年）には、「北海道保健医療福祉計

画」と改め、その後、国の医療法第五次改正を踏まえ、平成20年（2008年）

に「北海道医療計画」、平成25年３月には［改訂版］を策定し、医療機関の

機能分担と業務の連携を図り、地域医療の体系化を推進し、良質で切れ目の

ない医療を効率的、継続的に提供する医療提供体制の確立を図る取り組みに

努めてきております。

○ しかし、本道の少子高齢化は急速に進行し、人口の都市部への集中と過疎

化の進行など、地域医療を取り巻く環境が大きく変化している一方、道民の

医療ニーズは高まりとともに、複雑・多様化しており、医師の不足や地域偏

在への対応のほか、近年患者数が急増し、住民に広く関わる疾患である精神

疾患の医療への対応や、超高齢社会を迎え多くの道民が自宅など住み慣れた

環境での療養を望んでいることによる在宅医療の充実など、さらなる医療提

供体制の整備が求められております。

○ このため、道としては、医療関係者や住民・患者の協力のもと、地域の実

情や広大な面積・多雪・寒冷といった本道の地理的・気象的特性を踏まえ、

人口の減少や高齢化の進行など将来を見据え、住民・患者の視点に立って、

医師や看護師など医療従事者の地域偏在などに対応して、限られた医療資源

を有効に活用し、その適正な配置が図られるよう、今後の医療提供体制の充

実・強化を図ることを目指しております。
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２ 人口推計について

平成25年３月に、国立社会保障・人口問題研究所から発表された北海道の人

口将来推計は、次のとおりとなっており、人口減少と少子高齢化社会を念頭に

地域医療提供体制の構築が求められております。

（人）

65歳以上率 75歳以上率

2010年 657,406 3,488,553 689,055 671,405 5,506,419 24.7% 12.2%

2015年 596,478 3,190,150 790,189 784,479 5,361,296 29.4% 14.6%

2020年 531,024 2,950,493 815,455 881,081 5,178,053 32.8% 17.0%

2025年 469,343 2,774,446 692,160 1,024,035 4,959,984 34.6% 20.6%

2030年 416,799 2,588,899 621,917 1,091,485 4,719,100 36.3% 23.1%

2035年 381,148 2,381,512 622,336 1,077,046 4,462,042 38.1% 24.1%

2040年 353,413 2,129,332 657,261 1,050,067 4,190,073 40.7% 25.1%

差引(2020-2010) ▲ 126,382 ▲ 538,060 126,400 209,676 ▲ 328,366

差引(2030-2010) ▲ 240,607 ▲ 899,654 ▲ 67,138 420,080 ▲ 787,319

差引(2040-2010) ▲ 303,993 ▲ 1,359,221 ▲ 31,794 378,662 ▲ 1,316,346

計
高齢化率

年 0-14歳 15-64歳 65-74歳 75歳以上

657,406 596,478 531,024 469,343 416,799 381,148 353,413

3,488,553 3,190,150 2,950,493 2,774,446 2,588,899 2,381,512 2,129,332
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全国平均6.9

３ 医療施設の状況について

（１）病 院

○ 病院数は、平成２年の682か所から年々減少しており、平成24年10月１日

現在では576か所となっており、そのうち４分の１を公立・公的病院が占め

ています。

○ 平成20年医療施設調査では、人口10万対病院数では10.8と47都道府県中９

番目に多い病院数となっており、全国平均の6.9を上回っていますが､病床数

は年々減少し、平成24年10月１日現在では９万7,699床となっています。

【病院数の推移】

年 平成２年 平成12年 平成17年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

数 682 638 620 597 591 587 581 576

※北海道保健福祉部調

【都道府県別人口10万対病院数】

※平成20年医療施設調査による。

【病床数の推移】 各年10月１日現在

区 分 総 数 一 般 療 養 精 神 感染症 結 核

平成20年 101,600 54,431 25,124 21,421 90 534

平成21年 100,267 54,156 24,282 21,237 90 502

平成22年 99,447 53,908 23,943 21,143 90 363

平成23年 98,697 53,680 23,605 20,959 90 359

平成24年 97,699 53,516 23,008 20,722 90 359

※北海道保健福祉部調べ

【開設者別病院数】 平成24年４月１日現在

開設者 国 道 市町村 公 的 病 院 全国社会保険 厚 生 年 金 共 済 組 合

(自治体病院を除く) 協 会 連 合 会 事 業 振 興 団 及 び 連 合 会

病院数 12 8 88 30 2 1 2

開設者
公益 医療 学校

会 社
その他

個 人 合 計
法人 法人 法人 の法人

病院数 11 387 1 4 15 15 576

※北海道保健福祉部調べ



- 6 -

昭和53年昭和57年昭和61年 平成2年 平成6年 平成10年平成12年平成14年平成16年平成18年平成20年平成22年

10万人対医師数（全道） 106.3 121.1 137.6 158.5 173.9 184.5 192.2 198.0 203.6 206.7 213.7 218.3

10万人対医師数（全国） 118.2 135.1 150.5 164.9 176.6 187.3 191.6 195.8 201.0 206.3 212.9 219.0

北海道内の医師数 5,833 6,822 7,814 8,943 9,872 10,519 10,921 11,228 11,490 11,579 11,830 12,019
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（２）診療所

○ 一般診療所数は､平成24年10月１日現在で､無床有床合わせて3,499所と

なっており、無床診療所が増加し有床診療所が減少する傾向となっています。

【一般診療所数の推移】

４ 医師数について

（１）医療施設に従事している医師数（以下「従事医師数」という。）

○ 道内の医療施設の従事医師数は平成22年12月末現在、１万2,019人であり、

昭和53年から増加しています。

○ 人口10万人当たりで見た場合、平成12年には初めて全国平均を若干上回り

推移していましたが、平成22年に再び下回っています。

【医療施設従事医師数の推移（昭和53年～平成22年）】

平成2年 平成12年 平成17年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

有床診療所数 1,187 870 663 570 552 526 521 499

無床診療所数 1,887 2,457 2,700 2,805 2,826 2,862 2,972 3,000
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（２） 医師の地域偏在

○ 道内の医師数は、市部に約９割が集中しており、第二次医療圏別で見ると、

全道の医師の約半数を札幌圏が占めています。

○ さらに、平成22年の人口10万人当たり医療施設従事医師数を見ると、全国

平均を上回っている第二次医療圏は、上川中部及び札幌の２医療圏のみで、

他の医療圏では全国平均を下回っています。

【人口10万対医療施設従事医師数（第二次医療圏別）】 （平成22年12月末）

（３）主たる診療科別の従事医師数

○ 平成６年度以降、本道においては、内科系、整形外科、精神科、眼科の医

師は増加傾向で、外科系医師は、ほぼ同数となっております。

○ 小児科医師は微増となっていますが、他の医師の増加に比較すると少なく、

産科・産婦人科医師は減少しております。

【主な診療科別医師数の推移】 （単位：人）

※内科系は､内科､呼吸器内科､循環器内科､消化器内科､腎臓内科､神経内科､糖尿病内科､

血液内科､感染症内科､心療内科を主たる診療科としている医師数

※外科系は､外科､呼吸器外科､心臓血管外科､乳腺外科､気管食道外科､消化器外科､

肛門外科､脳神経外科､形成外科､美容外科､小児外科を主たる診療科としている医師数
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５ 災害医療体制

○ 広大な面積を有する本道では、これまで台風や集中豪雨などの猛威をはじ

め、北海道南西沖地震や十勝沖地震などによる津波、長い避難を余儀なくさ

れた有珠山などの火山噴火や竜巻の襲来などの自然災害により、大きな被害

を受けています。

○ 道は、災害時における医療の確保及び搬送体制の整備を図ることを目的に、

平成８年度以降、災害拠点病院を整備してきましたが、平成23年３月11日に

発生した東日本大震災の教訓を踏まえ、平成23年11月に体制整備を図るため

に８か所を追加指定し、これまでに基幹災害拠点病院を１か所、地域災害拠

点病院を32か所指定（平成25年１月現在）し、すべての第二次医療圏で災害

医療を担う拠点病院を３３ヶ所確保しています。

○ 平成19年度からは、災害急性期（おおむね発災後48時間）に活動できる機

動性を有する専門的訓練を受けた北海道ＤＭＡＴの保有を、全ての災害拠点

病院への確保に努めているほか、関係医療機関に対する広域災害・救急医療

情報システム（ＥＭＩＳ）を活用した訓練による迅速な情報共有意識の醸成

やＤＭＡＴ研修、ＮＢＣ災害・テロ対策医療チーム研修等を活用した人材育

成に努めています。

【災害時における医療体制構築に係る現状】

区 分 対 象 整備済 割合

病院数 病院数 (%)

広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）へ登録している病院の 575 248 43.1
割合（全病院）

すべての施設が耐震化された病院の割合 ＊ 33 24 72.7

災害 災害に備えて医療資器材の備蓄を行っている病院の割合 33 31 93.9

受水槽の保有や、井戸設備の整備を行っている病院の割合 33 32 97.0

拠点 受水槽の保有や、井戸設備の整備を行っている病院の割合 33 12 36.4

食料や飲料水、医薬品等の物資の供給について、関係団体と
33 7 21.2

病院 締結を結び優先的に供給される体制を整えている病院の割合

病院敷地内にヘリポートを有している病院の割合 33 14 42.4

傷病者が多数発生した場合を想定した災害実働訓練を実施 33 17 51.5
した病院の割合

基幹 地域災害拠点病院の職員に対して実施した災害医療研修 - 0 -
災害 （実施回数・人数等）

拠点 県下の災害関係医療従事者を対象とした研修の実施回数 - 0 -
病院

災害時の医療チーム等の受入を想定し、都道府県が派遣調整本部の
- 2 -

コーディネート機能の確認を行う災害実働訓練実施回数 ＊

災害時の医療チーム等の受入を想定し、保健所管轄区域や市町村単位

等で地域災害医療対策会議のコーディネート機能の確認を行う災害実 - 0 -

働訓練実施箇所数及び回数

※ ＊は平成25年１月現在、その他は平成24年４月現在（道調査）
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６ 在宅医療（終末期医療を含む）の提供体制

○ 急速な高齢化の進行等により、長期にわたる療養や介護を必要とする患者

の増加が見込まれ、医療機関や介護保険施設等の受入にも限界が生じること

が予想される中、在宅医療（終末期医療を含む）は、患者の生活の質（ＱＯ

Ｌ）を重視する観点から、慢性期及び回復期患者の受け皿として、また看取

りを含む医療提供体制の基盤の一つとして期待が高まっています。

○ 終末期医療に関する全国調査では、63％の人が自宅での療養を希望してい

る一方で、本道では在宅等(自宅､老人福祉施設､介護老人保健施設等)におけ

る死亡割合は10.3％と全国平均の16.1％を大きく下回っています。

※厚生労働省「人口動態調査」（平成22年）

○ 在宅医療サービスの提供状況を見ると、本道では、医療保険等による在宅

サービスを実施している医療機関は、人口10万人当たりでは、病院が7.2施

設、診療所が19.0施設となっていますが、全国平均では病院4.3施設、診療

所30.0施設となっており、診療所において大きく差が生じています。

また、医療機関のうち36.4％が在宅サービスを実施していますが、全国平

均の40.7％を下回っています。

【都道府県別在宅サービス実施状況（病院・診療所）】
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○ 終末期も含め24時間体制で患者の急変等に対応できる在宅療養支援診療所

及び在宅療養支援病院は、平成24年４月現在、それぞれ312施設、35施設が

届出を行っており、年々増加の傾向にありますが、このうち札幌圏はそれぞ

れ149施設（全体の47.7％）、18施設（全体の51.4％）となっています。

【在宅療養支援診療所届出数】 各年４月１日現在

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

143 180 195 213 279 289 312

【在宅療養支援病院届出数】 各年４月１日現在

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

－ － － 2 12 22 35

※平成21年は平成21年8月1日現在

○ 訪問看護ステーションは、平成24年４月現在、277か所あり、このうち札

幌圏には119か所（全体の43.0％）となっています。また、179市町村のうち

64町村では設置されていませんが、一部の地域を除きサービスが提供されて

いる状況にあります。

【訪問看護ステーション設置数】 各年４月１日現在

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

271 280 279 254 248 262 277

○ 地域において切れ目のない質の高い医療を提供するため、複数の機関（専

門医療機関、かかりつけ医、介護保険関連機関等）で共有する診療情報や診

療計画である地域連携クリティカルパスへの関心が高まっており、導入圏域

の拡大など、活用促進を行う必要があります。
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７ がん対策

（１）死亡の状況

○ 本道では、平成24年４月から「北海道がん対策推進条例」を施行し、が

ん患者等の立場に立ちつつ、道、市町村、保健医療福祉関係者、教育関係

者、事業者及び道民が適切な役割分担の下に一体となったがん対策の推進

を「基本理念」に掲げ、「道民が心身ともに健康で心豊かな生活を送るこ

とのできる社会の実現」を目指すこととしています。

○ 本道においては、がんは、昭和52年より死因の第１位であり、平成22年

には１万7,828人が死亡しており、死亡者数全体の32.2％を占めており、

部位別に見ると、肺がんの死亡者数が3,826人と最も多く、次いで大腸が

んが2,285人、胃がんが2,201人となっています。

○ また、年齢調整死亡率（75歳未満）を全国と比較すると、男性は全国の

109.1人に対し120.4人、女性は全国の61.8人に対し67.0人といずれも全国

平均を上回っており、特に、男女ともに、肺がんや大腸がん、さらには、

女性の乳がんの死亡率が全国平均より高くなっています。

○ がんは、加齢により発症リスクが高まりますが、今後ますます高齢化が

進行することを踏まえると、その死亡者数は今後とも増加していくことが

推測されます。

【死因の推移（全道）】

【部位別年齢調整死亡率（男性）】 【部位別年齢調整死亡率（女性）】



- 12 -

（２）医療機関への受診状況

○ 平成20年の患者調査によると、本道の人口10万人当たりのがんの受療率

は、入院では全国111に対し154、外来では全国123に対し126と、ともに高

くなっており、がん患者の平均在院日数は、全国22.5日に対し22.3日とな

っています。

○ また、患者受療動向調査によると、がんの患者が居住している第二次医

療圏内で受療している割合は、全道平均で入院が85.5％、通院で89.8％と

なっており、受療割合が低い医療圏においては、隣接する都市部で入院す

る率が高くなっているほか、一部の医療圏においては、遠隔地の大都市で

入院する率が高い傾向にあります。

（３）医療の状況

○ 道内においては、大学病院やがん診療連携拠点病院などが中心となり、

他の医療機関も含めた相互の機能分担・連携を図りながら、がん医療を提

供しておりますが、がん診療連携拠点病院については、21の第二次医療圏

のうち、９つの第二次医療圏に21病院が指定されていますが、他の12の第

二次医療圏において未指定となっています。

○ 緩和ケアについては、これまで、がん末期において行われる傾向にあり、

また、がん性疼痛の緩和等に医療用の麻薬が用いられていますが、欧米先

進諸国に比べると麻薬の消費量が数分の一程度にとどまっている現状にあ

ります。

８ 児童精神医療

○ 子どもの心の診療を担う医師や医療機関が限られており、心の問題を持つ

子どもとその家族が身近な地域で専門的診療が受けられる体制が不足してい

るとともに、児童・思春期の精神疾患については、小児科医を受診すること

も多くなっています。
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Ⅳ 課 題

１ 医師確保対策

近年の恒常的な医師不足を背景に、中核病院においても深刻な医師不足問題が

生じているなど、医師確保対策が喫緊の課題である。

医師確保の困難な過疎地等への医師の派遣調整をはじめ、地域医療を担う医師

の養成や自治体病院等の広域化の推進など、総合的な医師確保対策について、関

係機関・団体が一体となって取り組むことが必要となっています。

また、地域の自治体病院等の医師不足が深刻化しており、地域医療を確保する

ため、緊急に医師を確保するための即効性のある対策を進めるとともに、安定的

に地域医療を担う医師の養成・確保ができるよう、中・長期的な対策にも取り組

むことが必要となっています。

○ 地域医療に従事する医師の安定的な確保と指導医の確保

地域における恒常的な医師不足を背景として、道内医育大学による医師養

成数の増加と若手医師を地域において指導する優秀な指導医の確保が、全道

的に必要となっています。

○ 専門医の確保

地方センター病院等の中核病院においては、脳神経外科や循環器内科な

どの専門医も不足し、夜間休日の対応や入院患者の受け入れが困難になるこ

とのないよう、専門医の確保が必要となっています。

○ 寄附講座の設置

地域医療体制の確保のためには、道内医育大学との協働が不可欠であるこ

とから、寄附講座を設置し、地域医療体制を確保するとともに、地域医療を

担う医師を養成することが必要となっています。

２ 災害時医療対策

国において、平成２４年３月に災害拠点病院の指定要件を厳格化したことから、

該当指定病院を早期に整備するとともに、医療救護班の派遣要員の養成やドクター

ヘリの運用体制を強化することにより、災害時の医療提供体制を確保することが課

題である。

○ 災害医療の連携体制の構築や災害医療体制の充実強化

災害時における医療については、災害の種類や規模に応じて医療資源を有

効に活用する必要があるとともに、平時から、災害対策に資する関係機関等

の連携体制を構築しておく必要があります。

また、高齢化の進行とともに、高齢者等の災害弱者の割合が増加すること
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が見込まれ、救護所や避難所における健康管理を中心とした活動が重要とな

っています。

○ 災害拠点病院の強化

様々な災害発生に備え災害拠点病院では、施設の耐震化、広域医療搬送体

制の整備、食料、飲料水等の備蓄、ＤＭＡＴ等の医療チームを受け入れる体

制等が必要となっています。

○ 災害派遣医療チームの整備

大規模または広域的な災害時における医療活動にはＤＭＡＴをはじめとす

る災害派遣医療チームが必要となりますが、現在の北海道ＤＭＡＴ指定医療

機関の数だけでは十分ではないことから、災害拠点病院等に対して、必要な

研修の受講を促し、医療救護班の派遣要員を養成することが必要となってい

ます。

３ 在宅医療の推進

在宅医療の推進については、医療計画に必要な機能を盛り込んだところであり、

今後到来する超高齢化社会を見据え、人材育成や在宅医療連携体制の構築に着手す

ることが喫緊の課題である。

また、急性期と回復期・維持期の機能分担を進める観点から、地域連携クリティ

カルパスのより一層の活用や、在宅医療の提供体制の整備が課題である。

○ 地域における連携体制の構築

在宅医療は、介護サービスとの連携を図りつつ、必要な支援を提供するこ

とが求められており、医師・歯科医師・看護師・薬剤師・介護支援専門員、

市町村職員などの多職種が各々の専門知識を活かし、積極的な意見交換や情

報共有を通じて、チームとして患者・家族の質の高い生活を支えていくこと

が重要であることから、それを担う人材育成と連携体制の構築が必要となっ

ています。

○ 在宅医療を担う医療機関等の充実

在宅医療を求める患者が、できるだけ住み慣れた家庭や地域で生活を送る

ことができるよう、在宅医療を提供できる医療機関や訪問看護ステーション

の充実が必要となっています。

特に、在宅医療の中心となる機能強化型の在宅療養支援病院・診療所が整

備されていない第二次医療圏が、平成24年10月現在８圏域あり、地域におけ

る整備の促進が必要となっています。

○ 訪問看護の質の向上

訪問看護師には、医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、介護支援専門員

などの専門職種と連絡・調整を図りながら、多職種の連携による在宅療養者

に適切な看護や介護を提供する能力が求められています。



- 15 -

○ 訪問薬剤管理指導の推進

在宅患者に対する適切な薬物療法を提供するため、薬局と医療機関等との

間で患者の服薬情報等を共有化するなど、薬局における在宅患者の薬剤管理

指導の実施が求められているとともに、医療用麻薬の効果的な使用により在

宅緩和ケアを進めるため、その適正使用を図っていく必要があります。

○ 道民に対する在宅医療の理解の促進

在宅医療を推進するためには、医療機関はもとより、道民に対する在宅医

療や利用できる保健福祉サービス等に関する情報提供や普及啓発が必要であ

り、また、家庭における看護の需要に対応するため、在宅療養に必要な家庭

看護の知識・技術の普及を図る必要があります。

○ 地域連携クリティカルパスの導入促進

脳卒中等生活習慣病及び小児がんの地域連携クリティカルパス導入の必要

性やメリットについて、在宅医療関係者や地域住民の認識を深めるとともに、

より利用しやすい連携パスの開発や継続的に活用されるための基盤整備を図

ることが必要です。

○ がん緩和ケアの促進

緩和ケアについては、身体症状の緩和に加え、精神心理的な問題への援助

など、終末期だけではなく、がんと診断された時から行われることが求めら

れています。がん患者の意向を踏まえ、住み慣れた家庭や地域での療養とし

て在宅医療の推進が求められています。

がん診療連携拠点病院が未指定となっている１２の第二次医療圏において

は、指定要件を満たす医療機関がなく､当面の間､これら未指定圏域をカバー

する体制の整備が求められています。

４ 児童精神医療

子どもの心の診療を担う医師・医療機関が限られた地域に偏在しているため、心

の問題を持つ子どもとその家族が身近な地域で診療を受けられる体制不足が課題で

ある。

○ 子どもの心の診療体制の整備

児童・思春期に特有の疾患や成人も含めた発達障がいに関する正しい理解

と対応について、小児科医をはじめ、地域の保健・医療・福祉・教育関係者

に対する学習機会の確保が必要であるとともに、心の診療を必要とする子ど

もの入院治療機能を持つ医療機関の確保など、子どもの心の診療体制の整備

に向けた取り組みが求められています。
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Ⅴ 目 標

１ 医師確保

医師不足の状況を改善するとともに、必要な診療科の専門医を派遣する体制を構築

することなどにより、将来にわたって持続可能で安定性のある医師確保対策を実施し、

地域における医師不足に係る課題を解決する。

○ 地域医療に従事する医師の安定的な確保

医師数の増加のためには、中長期的な対策として、医育大学の定員増が有

効な対策であるが、道内の地域医療に従事する医師を安定的に確保するとと

もに、医師の地域偏在を解消するためには、当該定員増分を地域勤務を条件

とする地域枠とし、奨学金制度と連動させる取組を行う必要があることから、

旭川医科大学が行った定員増について、奨学金制度と連動した地域枠入学者

として貸付を行い、地域医療に従事する医師を安定的に確保する。

⇒ 平成２８年度以降、毎年度１０名の地域勤務医師を増加させる。

[貸与者数の推移]

区分 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

１年生 8 22 29 32 32 32 32 32

うち基金対応分 - - 10 10 10 10 10 10

２～６年 - 8 29 58 88 120 145 155

うち基金対応分 - - - 10 20 30 40 50

計 8 30 58 90 120 152 177 187

うち基金対応分 - - 10 20 30 40 50 60

○ 地域における指導医の確保

医育大学を卒業した初期研修医やそれに続く後期研修医などの若手医師を

地域において確保するためには、優秀な指導医の存在が不可欠であることか

ら、道内医育大学と連携し、地域の中核病院に指導医を派遣するシステムを

構築する。

⇒ 延べ１８名の指導医を地域の中核病院に派遣する。

○ 専門医の派遣

三次医療圏の中核病院である地方センター病院等において不足している専

門医を確保するため、専門病院や大学病院等と連携の上、専門医派遣のため

のシステムを構築し、地域医療の確保を図る。

⇒ 延べ４名程度の専門医の派遣を目指す。

○ 寄附講座の設置

地域医療体制の確保のためには、道内医育大学との協働が不可欠であるこ
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とから、寄附講座４講座を設置し、地域医療体制を確保するとともに、地域

医療を担う医師を養成する。

⇒道民医療推進学講座（札幌医科大学）

医師の地域偏在等を改善するための基盤研究のみならず地域のニーズ

に即した地域医療に関する研究を推進し、その研究成果の普及を行うこ

とを目的とし、広域紋別病院への診療支援を継続することで、地域医療

の向上に寄与することを目指す。

⇒南檜山周産期環境研究講座（札幌医科大学）

周産期医療に従事する医師等のモチベーションを高め、キャリア形成

のための教育を充実させるとともに、当該研究を通じて、南檜山圏域に

おける医療環境の充実、医療レベルの向上を図るとともに、深刻な産婦

人科医不足の問題を解決するため、地域の医療機関に医師を派遣するシ

ステムを構築することにより、道立江差病院における分娩の再開・継続

を目指す。

⇒オホーツク医療環境研究講座（札幌医科大学）

医師不足問題を解決するため、地域医療を担う後期研修医育成により

北見日赤病院に医師を確保するとともに、複数の自治体病院等への医師

派遣を継続する。また、新たに４人の専門・認定看護師、２人の認定理

学療法士及び２人の認定作業療法士の養成を目指す。

⇒循環呼吸医療再生フロンティア講座（旭川医科大学）

医師の地域偏在、医師不足等を改善するための基盤研究だけでなく、

地域のニーズに即した地域医療に関する研究を推進し、中長期的な視点

に立って地域医療の向上を図ることを目指すとともに、道立北見病院に

おける循環器及び呼吸器医療を継続し、地域における健康維持、疾病分

析、治療に関する臨床疫学的調査研究を推進するとともに、その研究成

果の普及を行い、地域医療の向上に寄与することを目指す。

２ 災害時医療体制確保事業

災害急性期（発災後48時間以内）において必要な医療体制を確保するとともに、急

性期を脱した後も、避難所等での健康保持体制を確保するためには、日本赤十字社や

医師会などとの協力機関との連携を図る。

○ 災害拠点病院の体制確保

災害拠点病院においては、高度の診療機能、傷病者の受け入れ、広域搬送

への対応機能及び応急資機材の貸出機能等を整備する。

⇒ 全ての災害拠点病院での体制整備を目指す。

○ 災害医療従事者の養成・確保

災害発生時における避難所での医療支援に必要な公衆衛生や慢性疾患への



- 18 -

対応、緊急被ばく医療に対応可能な知識を習得できる研修を実施し、災害時

の医療支援体制の充実強化が必要。

⇒ 災害医療従事者１８０名の養成を目指す。

[北海道医療計画[改訂版]数値目標]

区 分 現状値 目標値 摘 要

北海道ＤＭＡＴ指定医療機関 ８ ２１
整備第二次医療圏数 ・現状値～H25.1現在

災害拠点病院における耐震化 72.7％ 100.0％ ・目標値～H29年度

整備率

３ 在宅医療確保対策

将来的に市町村単位での在宅医療の連携構築を目指し、退院支援から日常の療養支

援､急変時の対応､看取りまで継続して医療が行われるよう、多職種の連携づくりを進

め、在宅医療を希望する患者や家族が安心して暮らすことができる体制の整備を図る。

○ 地域における連携体制の構築

保健所をコーディネート役と位置づけ、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、

介護支援専門員、医師会、市町村などで構成する多職種による連携体制を構

築する。

⇒ 全２１の第二次医療圏域で、多職種のチームによる支援体制の整備を

目指す。

○ 訪問薬剤管理指導の推進

在宅患者の適正な薬物療法の提供を図るため、病院薬剤師と薬局薬剤師に

よるいわゆる薬薬連携の方策を検討するとともに、薬局に対し、在宅患者の

薬剤管理指導の実施を促すなど薬局における在宅医療への取組の充実に努め

る。

また、第三次医療圏の薬局における在宅医療の中核的な役割を担う「基幹

薬局」や地域への薬剤師派遣の役割を担う「地域医療支援センター薬局」を

中心とした薬局相互の連携・協力による在宅医療への取組を促進する。

⇒ 訪問薬剤指導推進会議の道内１８地域への設置を目指す。

○ 在宅ケア体制の充実

在宅緩和ケアが推進されるよう、がん診療連携拠点病院をはじめ、がん医

療を提供する医療機関と緩和ケア病床を有する医療機関や在宅療養支援診療

所等の関係者との連携を促進する。

また、在宅における緩和ケアにかかわる医師、薬剤師、看護師等の従事者に

対し、専門研修を実施するとともに、在宅療養患者に対する相談支援体制等の

整備に努める。

⇒ 全２１の第二次医療圏域で、緩和ケアチームを有する医療機関が

１箇所以上あることを目指す。
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○ 道民に対する在宅医療の理解の促進

往診や訪問診療など在宅医療に重要な役割を果たすかかりつけ医、かかり

つけ歯科医、かかりつけ薬局を持つことの必要性や意義について普及啓発に

努めるとともに、在宅医療に関する情報提供に努める。

⇒ 全２１の第二次医療圏域で、住民講座やフォーラムの開催、パンフ

レット発行等を通じ、道民に対する理解の促進を図る。

○ 地域連携クリティカルパスの普及

脳卒中等生活習慣病及び小児がんの地域連携クリティカルパス導入の必要

性やメリットについて、関係者や地域住民の認識を深めるとともに、より利

用しやすい連携パスの開発・普及を図る。

⇒ 全２１の第二次医療圏域での導入を目指す。

４ 児童精神医療対策

心の問題を持つ子どもとその家族が身近な地域で適切な医療的相談や診療の支援を

受けることができるよう、小児科医等による児童精神疾患への対応や必要に応じた専

門医との連携が適切に図られるよう、子どもの心の診療体制の整備を図る。

○ 子どもの心の診療ネットワークの推進

専門医療機関・専門医との連携を推進し、子どもの心の診療を身近な地域

で受けられる体制の整備を図るため、小児科医師等への研修カリキュラムの

検討、作成や症例集の作成、研修会の開催により、子どもの心の診療に関わ

ることができる医師の増員を図る。

⇒ 道内３箇所で研修会を実施し、児童・思春期精神疾患に対応できる

医師の層を厚くする。
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Ⅵ 目標達成のための具体的な施策

１ 医師確保等対策事業

（単位：千円）

区 分 総事業費 基金負担分 道負担分 事業者負担分

施 策 全 体 4,993,020 3,450,566 1,276,474 0

うち今回拡充分 1,299,312 784,978 514,334 0

【目 的】

地域における産科・小児科・救急医療をはじめとした医師不足診療科に対し

て、持続的な医師派遣システムによる医療連携体制の構築や地域の医療機関等

の医師不足の解消を図るため、医学部附属病院を持つ札幌医科大学及び旭川医

科大学に寄附講座を設置し、継続的に道内の救急医療機関等の医師不足医療機

関に医師が派遣可能な仕組みを設けるとともに、医学生の道内定着に対するイ

ンセンティブを確保する奨学金の仕組みを設定するなど、道内大学と連携し、

各種事業を円滑に行う。

このため､これまで実施してきた取組を更に拡充するとともに不足する財源

に充当する。

＜拡充する事業＞

① 医師養成確保修学資金等貸付事業

◆平成２５年度事業開始

・総事業費 737,312千円（基金負担分 222,978千円、道負担分 514,334千円）

地域医療を担う医師を養成するため、札幌医科大学と旭川医科大学の地域

枠入学者を対象として、地域の医療機関において、一定期間、勤務すること

を条件に奨学金の貸付を行う。

② 地域医療指導医派遣システム推進事業

◆平成２５年度事業開始

・総事業費 152,000千円（基金負担分 152,000千円）

道内の地域の中核的病院に対して安定的に指導医を派遣するため、道内医

育大学と連携の上、指導医派遣のためのシステムを構築し、地域医療の確保

を図る。（※５年サイクルで実施）

・ 地域の中核的病院に大学病院の教員（医師）を派遣させることを前提に、

卒後10年以上の臨床経験を有する医師を教員として採用

・ 採用後、指導医としての１年間の派遣前準備トレーニングを経て地域の

中核的病院に２年間派遣

・ 派遣期間終了後、大学病院の教員として２年間勤務

③ 専門医派遣システム推進事業

◆平成２５年度事業開始

・総事業費 60,000千円（基金負担分 60,000千円）
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医育大学や都市部の専門病院と連携し、地域の中核的病院に対して常勤医

を派遣するためのシステムを構築する。

・ 道は、地域の中核的病院からの要請を受けて、医育大学や専門病院等と

調整し、これらの病院から地方センター病院等の中核的病院に週単位のロ

ーテーションにより専門医師を継続して派遣する。

・ 公平性等を担保するため、三医育大学や専門病院などの関係者で構成す

る運営委員会における協議を踏まえ派遣を決定する。

・ 道は、派遣元病院に対して医師派遣に伴う逸失利益相当経費を助成する。

④ 医師派遣の仕組みの構築のため、医育大学に寄附講座を設置

◆平成２５年度事業開始

・総事業費 350,000千円（基金負担分 350,000千円）

道内における医師不足地域の医療機関へ医師派遣を行う総合的な仕組みを

構築するため、札幌医科大学及び旭川医科大学に寄附講座を設置する。

⇒ 道民医療推進学講座（札幌医科大学）

〈事業内容〉

ア 地域特性を踏まえた医療ニーズの探索研究

イ 地域医療を担う医師に対する医学知識の刷新及び再研修方法の研

究

ウ 地域医療機関の機能分化と連携方法の検討による医療供給体制の

構築の確率

エ 地域の医療水準を向上させるためのコメディカルスタッフに対す

る教育・指導法の研究及び実践

オ 地域基幹病院と講座の医療情報の迅速な共有化手法を研究するこ

とによる遠隔診断・治療方法の確立及び臨床

カ 地域住民の健康意識向上のための啓発・教育に関する研究及び実

践

⇒ 南檜山地域周産期環境研究講座（札幌医科大学）

〈事業内容〉

ア 周産期医療を担う産科医師の養成に関する調査・研究及び実践

イ 地域において産婦人科が安全に分娩業務を行うための方法及び臨

床

ウ 助産師をはじめとするコメディカルの養成に関する調査・研究及

び実践

エ 産科医、麻酔科医連携に関する調査・研究及び実践

⇒オホーツク医療環境研究講座（札幌医科大学）

〈事業内容〉

ア 地域医療を担う医師に対する医学知識の刷新及び再研修方法の研

究

イ 地域基幹病院における医師後期研修方法の研究

ウ 専門、認定看護師を養成し、地域病院の看護師等への教育指導体
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制の構築

エ 専門の指導士を養成し、地域病院の理学療法士等への教育指導体

制の構築

⇒ 循環呼吸医療再生フロンティア講座（旭川医科大学）

〈事業内容〉

ア 医師の地域偏在の課題解析及び対応策の研究

イ 地域医療を担う医師を養成するための研修プログラム、教育カリ

キュラムの研究・策定

ウ 地域の医師不足の医療機関に対して安定的に医師を派遣するシス

テムの構築

エ 地域における健康維持・疾病分析・治療に関する臨床疫学的調査

研究

オ 研究成果に関する普及啓発

《参考～これまでの取組》

≫ 医師確保対策事業 ≪

◆「地域医療再生計画」（平成２１年度国補正分）

◎ 北海道医師養成確保修学資金等貸付事業【全道域事業】

・平成20年度事業開始

・総事業費 971,020千円（基金負担分 208,880千円）

地域医療を担う医師を養成するために、医師免許取得後、一定期間、地域の医

療機関に勤務することを条件とする道内医育大学における地域枠と奨学金制度を

連動させて、地域医療に従事する医師を安定的に確保するとともに、医師の地域

偏在を解消する。

［執行状況］ (単位：千円)

区 分 計画額 22年度 23年度 24年度 小計 25年度

実績額 実績額 実績額 予定額

総 事 業 費 971,020 122,775 186,846 246,773 556,394 309,376

基 金 負担 分 208,880 22,578 42,336 62,094 127,008 81,852

◎ 地域医療指導医派遣システム推進事業【全道域事業】

・平成２２年度事業開始

・総事業費 360,000千円（基金負担分 360,000千円）

道内の地域の中核的病院に対して安定的に指導医を派遣するため、道内医育大

学と連携の上、指導医派遣のためのシステムを構築し、地域医療の確保を図る。

① 地域の中核的病院に大学病院の教員（医師）を派遣させることを前提に、卒

後１０年以上の臨床経験を有する医師を教員として採用

② 採用後、指導医としての１年間の派遣前準備トレーニングを経て地域の中核

的病院に２年間派遣

③ 派遣期間終了後、大学病院の教員として勤務
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［執行状況］ (単位：千円)

区 分 計画額 22年度 23年度 24年度 小計 25年度

実績額 実績額 実績額 予定額

総 事 業 費 360,000 74,000 50,000 42,000 166,000 130,000

基金負担分 360,000 74,000 50,000 42,000 166,000 130,000

◎ 総合内科医養成研修センター運営支援事業【全道域事業】

・平成２２年度事業開始

・総事業費 588,960千円（基金負担分 588,960千円）

本道の地域医療を担う医師の養成及び確保を図るため、幅広い診療を行うこと

ができる総合内科医師の養成に取り組む「総合内科医養成研修センター」を設置

し、運営費に対する支援を行う。

［執行状況］ (単位：千円)

区 分 計画額 22年度 23年度 24年度 小計 25年度

実績額 実績額 実績額 予定額

総 事 業 費 588,960 70,305 106,933 97,739 274,977 71,338

基金負担分 588,960 70,305 106,933 97,739 274,977 71,338

◎ 女性医師等勤務環境整備事業【全道域事業】

・平成22年度事業開始

・総事業費 334,764千円（国庫補助 167,380千円 基金負担分 167,384千円）

出産・育児及び離職後の再就業に不安を抱える女性医師等に対して、受付・相

談窓口を設置して、復職のための研修受入医療機関の紹介や出産・育児等と勤務

との両立を支援するための助言等を行い、女性医師等の離職防止や再就業の促進

を図るとともに、フルタイム職員と比較して所定労働時間の短く、基本的には残

業がない短時間勤務制度を医師が選択できる体制を整え、医療機関における医師

を安定的に確保する。

［執行状況］ (単位：千円)

区 分 計画額 22年度 23年度 24年度 小計 25年度

実績額 実績額 実績額 予定額

総 事 業 費 334,764 19,569 25,872 25,533 70,974 51,046

基金負担分 167,384 9,785 25,872 25,533 61,190 25,523

◎ 寄附講座（地域医療推進学）設置事業【全道域事業】

・平成２２年度事業開始

・総事業費 480,000千円（基金負担分 480,000千円）

北海道からの寄附により、道内医育大学を対象に地域医療の確保を目的とした

寄附講座を設置し、地域医療を担う医師の養成に関する調査、研究を行うととも

に地域の医療機関に医師を派遣するシステムを構築する。

① 医師の地域偏在の課題解析及び対応策の研究

② 地域医療を担う医師を養成するための研修プログラム、教育カリキュラムの

研究・策定
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③ 地域の医師不足の医療機関に対して安定的に医師を派遣するシステムの構築

④ 地域医療を担う医師の養成（地域医療を志している地域枠学生や地域医療に

関心を持つ医学生を対象に地域医療実習等を実施）

⑤ 離島・へき地医療機関への診療支援

⑥ 地域医療に従事する医師への支援

［執行状況］ (単位：千円)

区 分 計画額 22年度 23年度 24年度 小計 25年度

実績額 実績額 実績額 予定額

総 事 業 費 480,000 120,000 120,000 120,000 360,000 120,000

基金負担分 480,000 120,000 120,000 120,000 360,000 120,000

◎ 寄附講座（北見赤十字病院）設置事業【北見赤十字病院】

・平成２２年度事業開始

・総事業費 443,320千円（基金負担分 344,720千円）

恒常的な医師不足の問題を解決するため、北見赤十字病院内に医育大学と連携

した寄附講座を設置し、地域医療を担う後期研修医を育成することにより北見赤

十字病院に医師を確保するとともに、同様に医師不足問題を抱えている複数の自

治体病院等への医師派遣を実施する。

また、限られた医療資源を有効活用するため、希望に応じて、北見赤十字病院

において地域の医療機関の勤務医師を対象として、地域にとって必要な診療科の

医師の養成を行う。

［執行状況］ (単位：千円)

区 分 計画額 22年度 23年度 24年度 小計 25年度

実績額 実績額 実績額 予定額

総 事 業 費 464,520 73,068 100,662 98,898 272,628 97,780

基 金 負 担 分 365,920 71,520 98,840 97,780 268,140 97,780

◎ 新人看護師臨床実践能力向上研修支援事業【全道域事業】

・平成２２年度事業開始

・総事業費 63,008千円（国庫補助 35,040千円 基金負担分 27,968千円）

卒後臨床経験１年目の新人看護師等を対象とした臨床実践能力向上研修を行う

病院等へ研修に要する経費を支援することにより、研修体制の整備を促進する。

［執行状況］ (単位：千円)

区 分 計画額 22年度 23年度 24年度 小計 25年度

実績額 実績額 実績額 予定額

総 事 業 費 67,262 1,543 9,881 30,838 42,262 25,000

基 金 負 担 分 67,262 1,543 9,881 30,838 42,262 25,000
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◆「地域医療再生計画」（平成２２年度国補正分）

◎ 専門医派遣システム推進事業【全道域事業】

・平成２３年度事業開始

・総事業費 232,500千円（基金負担分 232,500千円）

医育大学や都市部の専門病院と連携し、地域の中核的病院に対して常勤医を派

遣するためのシステムを構築する。

ａ 道は、地域の中核的病院からの要請を受けて、医育大学や専門病院等と調

整し、これらの病院から地方センター病院等の中核的病院に週単位のローテ

ーションにより専門医師を継続して派遣する。

ｂ 公平性等を担保するため、三医育大学や専門病院などの関係者で構成する

運営委員会における協議を踏まえ派遣を決定する。

ｃ 道は、派遣元病院に対して医師派遣に伴う逸失利益相当経費を助成する。

［執行状況］ (単位：千円)

区 分 計画額 22年度 23年度 24年度 小計 25年度

実績額 実績額 実績額 予定額

総 事 業 費 232,500 0 3,365 39,388 42,753 85,500

基 金 負 担 分 232,500 0 3,365 39,388 42,753 85,500

◎ 地域枠入学生等地域医療体験実習事業【全道域事業】

・平成２３年度事業開始

・総事業費 31,044千円（基金負担分 31,044千円）

医育大学が行う地域医療に関する学外実習の取り組みを支援し、地域枠入学者

等の地域医療に対する理解と意欲を高める。

道内医育大学の地域枠入学生等を対象に行う、地域医療に従事している医師や

関係者、地域住民との意見交換や交流などの学外実習の取り組みを支援する。

［執行状況］ (単位：千円)

区 分 計画額 22年度 23年度 24年度 小計 25年度

実績額 実績額 実績額 予定額

総 事 業 費 31,044 0 7,421 8,233 15,644 10,348

基 金 負 担 分 31,044 0 7,421 8,233 15,644 10,348

◎ 小規模病院等看護技術強化研修事業【全道域事業】

・平成２３年度事業開始

・総事業費 ４９，６０５千円（基金負担分 ４９，６０５千円）

小規模病院の看護実践能力の向上を図るとともに、看護職員の定着・確保を促

進するため、中核的病院において、小規模病院等の看護職員を対象に看護技術強

化のための研修事業に取り組む。

［執行状況］ (単位：千円)

区 分 計画額 22年度 23年度 24年度 小計 25年度

実績額 実績額 実績額 予定額

総 事 業 費 73,638 0 16,621 26,697 43,318 30,657

基 金 負 担 分 73,638 0 16,621 26,697 43,318 30,657
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◎ 看護師等養成所教育指導体制強化事業【全道域事業】

・平成２３年度事業開始

・総事業費 １７，０４０千円（基金負担分 １７，０４０円）

看護師等養成所における教育指導体制の充実・強化を図るため、看護師等養成

所におけるシミュレーター等の教育機材の購入経費を助成する。

［執行状況］ (単位：千円)

区 分 計画額 22年度 23年度 24年度 小計 25年度

実績額 実績額 実績額 予定額

総 事 業 費 90,000 0 23,916 12,000 35,916 42,000

基 金 負 担 分 90,000 0 23,916 12,000 35,916 42,000
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２ 災害時の医療提供体制確保事業

（単位：千円）

区 分 総事業費 基金負担分 道負担分 事業者負担分

施 策 全 体 1,036,100 323,091 0 713,009

うち今回拡充分 146,000 76,000 0 70,000

【目 的】

国は、平成24年３月に、災害拠点病院の指定要件を厳格化したところである

が、道内には、ヘリポートを敷地内に有していない病院が19箇所あることなど

から、必要な整備を行う。

このため､これまで実施してきた取組を更に拡充するとともに不足する財源

を充当する。

＜拡充する事業＞

① 災害時医療体制確保事業

◆平成２５年度事業開始

・総事業費 146,000千円

（基金負担分 76,000千円、事業者負担分 70,000千円）

・ 災害拠点病院における敷地内ヘリポート等広域医療搬送体制の整備

・ ドクターヘリ及び基地病院における消防無線デジタル化等の整備

・ 緊急被ばく医療への対応を含む、避難所等での医療支援に必要な知識と

技術習得を内容とした研修会の実施

《参考～これまでの取組》

≫ 災害時医療体制確保事業 ≪

◆「地域医療再生計画」（平成２２年度国補正分）

◎ 災害拠点病院の免震施設整備【北見赤十字病院】

・平成２５年度事業開始

・事業総額 590,100千円（基金負担分 97,091千円）

北見赤十字病院における災害時等の医療機能の確保を図る。

［執行状況］ (単位：千円)

区 分 計画額 22年度 23年度 24年度 小計 25年度

実績額 実績額 実績額 予定額

総 事 業 費 590,100 0 0 0 0 590,100

基 金 負 担 分 97,091 0 0 0 0 97,091
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◎ 災害拠点病院等機能強化事業【災害拠点病院等】

・平成２５年度事業開始

・事業総額 300,000千円（基金負担分 150,000千円）

災害拠点病院等における災害時等の医療機能の確保を図る。

［執行状況］ (単位：千円)

区 分 計画額 22年度 23年度 24年度 小計 25年度

実績額 実績額 実績額 予定額

総 事 業 費 300,000 0 0 0 0 300,000

基 金 負 担 分 150,000 0 0 0 0 150,000
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３ 在宅医療推進事業

（単位：千円）

区 分 総事業費 基金負担分 道負担分 事業者負担分

施 策 全 体 262,647 262,647 0 0

うち今回拡充分 135,022 135,022 0 0

【目 的】

75歳以上人口が100万人を超えると推計される2025年を見据え、医療計画に

基づく各種取組を通じ、できる限り住み慣れた場所で安心して医療や介護が受

けられるよう、24時間対応の在宅医療提供に向けた体制整備を進めるため、不

足する財源を充当する。

＜実施する事業＞

① 在宅医療提供体制の事業

◆平成２５年度事業開始

・総事業費 78,622千円（基金負担分 78,622千円）

退院支援～日常の療養支援～急変時の対応～看取りまで継続して医療・介

護サービスを提供するためには、様々な職種がチームとして患者・家族を支

える体制が必要であることから､多職種チームへの参加を促す取組や､顔の見

える関係づくりが築ける多職種研修を実施するとともに、チームとして24時

間対応の在宅医療提供に向けた活動を行うネットワーク協議会を設置し、各

圏域における課題の解決に向けた検討や、情報の共有化を図る。

また、住民講座やフォーラムの開催、パンフレットの発行などを通じ、道

民にも在宅医療への関心を高めてもらい、理解促進を図る。

② 訪問薬剤指導推進事業

◆平成２５年度事業開始

・総事業費 4,400千円（基金負担分 4,400千円）

在宅医療を安心して継続するためには、医療用麻薬の適正使用や在宅にお

ける医薬品の飲み残しなど患者の服用状況にきめ細かく対応する必要がある

ことから、在宅医療における薬剤師の活用を促し、「かかりつけ薬局」を普

及するとともに、薬剤管理指導の実施など、薬局・薬剤師による在宅医療の

取組の充実を図る。

③ 高次脳機能障がい児者受入技術研修事業

◆平成２５年度事業開始

・総事業費 1,500千円（基金負担分 1,500千円）

高次脳機能障がい者に対する専門的な診断・リハビリについては、これま

で、札幌・旭川の医育大学を中心に提供されてきましたが、在宅障がい者の

生活の質の向上のため、先進的な診断・リハビリの手法等を普及することに

より、福祉サービスと連動した効果的な医療ケア提供体制の充実を図る。
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④ 在宅重症心身障がい児者受入技術研修等事業

◆平成２５年度事業開始

・総事業費 10,500千円（基金負担分 10,500千円）

在宅で生活する医療的ケアを要する重症心身障がい児者は、状態像の変化

に応じた集中的な呼吸・循環器管理や栄養ケアなどの医学的な処置やケアを

講じるための一定期間の医療機関への収容が必要なことから、受入医療機関

の体制整備を図ることにより、在宅医療の確保を図る。

⑤ 生活習慣病在宅療養促進支援事業

◆平成２５年度事業開始

・総事業費 40,000千円（基金負担分 40,000千円）

広域で、医療資源が偏在している北海道の在宅医療を支えるため、専門の

機関とかかりつけ医との連携ツールであるクリティカルパスを普及させると

ともに、地域の緩和ケアを担う人材育成等を強化することにより、在宅医療

の確保を図る。

《参考～これまでの取組》

≫ 在宅医療推進事業 ≪

◆「地域医療再生計画」（平成２１年度国補正分）

◎ 地域連携クリティカルパス広域活用システム整備事業【全道域事業】

・平成２２年度事業開始

・総事業費 76,000千円（基金負担分 76,000千円）

「北海道地域連携クリティカルパス協議会」を設置し、広域で活用できるパス

及びICTシステムの開発・運用体制などについて協議のうえ、全道域で活用できる

体制を整備し、道内で既に活用されているパスとの連携も可能とするなど、パス

導入の促進を図る。

［執行状況］ (単位：千円)

区 分 計画額 22年度 23年度 24年度 小計 25年度

実績額 実績額 実績額 予定額

総 事 業 費 76,000 17,826 19,728 19,117 56,671 19,254

基 金 負 担 分 76,000 17,826 19,728 19,117 56,671 19,254

◎ 地域医療支援センター薬局整備等事業【全道域事業】

・平成２３年度事業開始

・総事業費 131,000千円（国庫補助 5,700千円 基金負担分 65,000千円）

薬局における在宅医療等の取組を支援するため、専門分野の調剤業務研修の実

施など、全道的視点から地域の薬局の医療活動を支援する｢地域医療支援センター

薬局」を整備する。

また、地域の薬局・薬剤師の実地研修の実施や設備の共同利用を推進するため、
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道央圏以外の第三次医療圏において中核的役割を担う薬局を「サブセンター薬局」

として指定し、在宅がん患者等の医薬品調剤に必要な無菌調剤設備を整備する。

［執行状況］ (単位：千円)

区 分 計画額 22年度 23年度 24年度 小計 25年度

実績額 実績額 実績額 予定額

総 事 業 費 51,625 0 30,523 21,102 51,625 0

基 金 負 担 分 51,625 0 30,523 21,102 51,625 0
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４ 児童精神医療対策

（単位：千円）

区 分 総事業費 基金負担分 道負担分 事業者負担分

施 策 全 体 4,000 4,000 0 0

うち今回拡充分 4,000 4,000 0 0

【目 的】

新たに医療計画に加わった精神疾患における児童精神医療について、道内で

は、児童精神科等を標ぼうしている医療機関の７割が道央第三次医療圏に集中

するなど偏在している状況にあることから、身近な地域で適切な医療を受けら

れる体制の整備に不足する財源を充当する。

＜実施する事業＞

○ 子どもの心のネットワーク事業

◆平成２５年度事業開始

・総事業費 4,000千円（基金負担分 4,000千円）

地域の小児科等を対象に、児童・思春期精神疾患に係る診断・治療の知識

の習得や専門医等との連携体制の構築を図る。
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Ⅶ 期待される効果

１ 医師確保対策

① 地域医療に従事する医師の安定的な確保

・ 北海道では、平成20年度以降、卒業後、一定期間地域医療に従事す

ることにより貸付額の返還を免除する「北海道医師養成確保修学資金

等貸付事業」により貸付を行っています。

・ 現在、毎年度新規で３２人（うち基金充当者１０人）への貸付を行

っており、制度開始時の入学者が平成２６年３月に卒業することから、

地域医療に従事する医師の継続・安定的な確保が期待できます。

② 地域における指導医の確保

・ 地域における指導医を派遣することにより、地域勤務をする医師の

医療技術の向上と、初期研修医や後期研修医などの若手医師の地域で

の確保が期待できます。

③ 専門医の派遣

・ 脳神経外科や循環器内科などの専門医を派遣するシステムを構築す

ることにより、地域の中核病院における休日夜間の対応をはじめ、安

定的な機能維持が期待できます。

④ 寄附講座の設置

・ 地域医療を担う医師の養成に関する調査、研究を行うことにより、

地域での実践教育を行うとともに、地域の医療機関に医師を派遣する

システムの構築が期待できます。

・ 周産期医療を担う医師の養成に関する調査、研究を行うことにより、

地域での実践教育を行うとともに、地域の医療機関に医師を派遣する

システムの構築が期待できます。



- 34 -

２ 災害時医療提供体制確保対策

① 災害拠点病院の体制確保

・ 災害拠点病院における広域医療搬送体制の整備を行うほか、ドク

ターヘリ運航体制の強化を実施することにより、全ての災害拠点病院

の機能強化が図られることとなり、災害時の医療提供体制の充実強化

が期待できます。

② 災害医療従事者の養成確保

・ 災害発生時における避難所での医療支援に必要な公衆衛生や慢性疾

患への対応、さらには緊急被ばく医療に対応可能な知識を習得する研

修を実施することにより、平成２７年度末には受講者が１８０名養成

され、医療救護班の派遣要員の拡大が図られることとなり、災害時の

医療支援体制の充実強化が期待できます。

３ 在宅医療推進対策

① 地域における連携体制の構築

・ 医師をはじめとする従事者への働きかけや訪問診療への同行研修な

どを通じて、在宅医療への参加意欲を喚起するとともに、各圏域での

普及啓発を通じて、地域住民の関心を高めることが期待できます。

・ 各圏域における多職種研修の実施やネットワーク協議会の活動によ

り、職種ごとの考え方や課題を共有でき、顔の見える関係づくりにつ

ながるとともに、24時間対応の在宅サービス提供に向けた連携体制の

構築が期待できます。

・ 本計画に基づく取組は、将来的に市町村が体制整備を進める上での

モデルとなることが期待できます。

② 訪問薬剤管理指導の推進

・ 薬剤師の在宅医療への積極的な関与を促すことにより、在宅医療に

おける薬剤管理指導の実施やチーム医療への連携が期待できます。

③ 高次脳機能障がい者などへの在宅ケア体制の充実

・ 高次脳機能障がい者の診断・リハビリテーション技術の向上が図ら

れることにより、在宅生活へのスムーズな移行が期待できます。

・ 重症心身障がい児者の在宅医療を担う医療機関を整備することによ

り、重症心身障がい児者の在宅生活を維持することが期待できます。
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④ 地域連携クリティカルパス普及や在宅緩和ケアの推進

・ 医療機関や地域住民などへの更なるパスの普及啓発を行うことによ

り、全２１の第二次医療圏域におけるパスの運用、在宅医療の推進が

図られます。

・ がん診療連携拠点病院のない第二次医療圏においても、在宅緩和ケ

アを提供する体制の整備が期待できます。

４ 児童精神医療対策

○ 子どもの心の診療ネットワークの推進

・ 子どもの心の診療に関わる医師が増加することにより、身近な地域

で専門的な医療を受けられる体制の整備が期待できます。

Ⅷ 地域医療再生計画終了後も継続して実施する事業

●北海道医師養成確保修学資金等貸付事業

《 単年度事業予定額 ～ 388,416千円 》

Ⅸ 地域医療再生計画の作成経過

平成２５年３月２１日 北海道総合保健医療協議会（第１回）開催

３月２８日 各保健所等へ周知

５月１６日 各保健所等へ計画登載事業（案）に対する意見集約

５月２７日 北海道総合保健医療協議会（第２回）開催

６月 ４日 北海道議会へ計画案の報告

７月３０日 北海道総合保健医療協議会（第３回）開催

８月 ２日 各保健所等へ計画登載事業の報告

８月 ６日 北海道議会へ計画の報告


